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◆ 愛知 春日井革新懇　4年7カ月の行動

６月25日に憲法署名9,000筆、行動回数1,253回達成

春日井革新懇は、６月10日のJR高蔵寺駅頭での行動で憲法署名が6,000人を超え、６月25日には行動回数が1,000回となりました。１回の行動は１時間。
2003年11月に行動を開始してから４年７ヵ月。2004年からは他の駅頭やスーパー前などでも署名行動を始めたことにより、６月25日現在の行動回数の合計は1,253回、署名数は9,000人を超えました。
■ 豊橋 地域ローラで署名119筆

守ろう憲法 豊橋共同センターの呼びかけに応えて東三河労連、豊橋市職労、豊橋民商、新婦人豊橋支部、すこやか九条の会、豊橋原水協、平和委員会、日本共産党東三河地区委員会の８団体が６月22日、東雲町を中心とした地域署名行動に参加しました。事前に「１週間後の日曜日に回収に伺う」旨のお願いと署名用紙を各家庭に配布。当日はあいにくの雨でしたが、宣伝カーによる音の宣伝をしながら署名を集めました。

参加者の感想を紹介します。
○あるおばあさんは、「青春時代は、まさに戦争のまっただ中で戦争一色だった。戦争はもうこりごり。憲法９条は大事」といって署名してくれた。

○２人一組で40戸ほど回り、15,6人に会えました。宣伝カーの音を聞いて外で待っていた人もいた。反応はほかの地域でやったときより、よかったと思います。

○署名を訴えると「あぁっ、あれねっ」と書いていた署名を渡してくれる人も見えたけど、「事前の署名用紙を見ていない」という人も多かった。

○すでに書いて、待っていた人もいました。事前に渡すときに話ができているとスムーズにいくような気がします。(「守ろう憲法　豊橋共同センターニュース」№08－01号より)
◆ 兵庫共同センター ３ブロック交流会議
　６月２８日、神戸と淡路（高教組会館）・播州と但馬（自治福祉会館）・阪神と丹波（西宮職員会館）の３ケ所同時開催で、２０１０年５月までに県民過半数による憲法擁護世論を創り出すための交流会議を開催しました。
　それぞれ４０名、３９名、４１名の参加で、共通プログラムにより、最初に弁護士９条の会から「憲法をめぐる情勢」が報告されました。担当されたのは、西田雅年さん、竹嶋健治さん、羽柴修さんでした。報告では９条改憲反対世論が全国のたたかいで後退せざるを得なくなってきていても、海外派兵のための恒久法や大連立などで改憲派が諦めていない点が強調されました。
　次いで、各会場で当面する問題提起「行政区ごとに、対象地域人口をはっきり見定め、２０１０年５月までに過半数世論つくりをめざす行動の方向、そのためにも、派兵恒久法や憲法学習運動の強化」が提案され、これを受け、各団体・労組、地域共同センター、９条の会から体験にもとづく様々な前進のもようが発言されました。
◆ 東京 厳戒体制下の「9の日」
７月９日、池袋東口五差路で「９の日宣伝」をおこない１２団体・３０名が参加しました。洞爺湖サミットが開かれている最中だけに東京でもその警備に多くの警官が動員されていましたが、東京地評の宣伝カーがいつもの場所につけると、警官が寄って来て「ここでやってはダメ」と押し問答となりました。宣伝カーはそのままの位置で停止できましが、今度は署名用紙を置いたテーブルの所へ警官がきて、「テーブルを出してやるんでは道路使用許可をとらなければできない」と、いちゃもんをつけてきました。

■憲法を変えるなんてバカですねと署名

　３０代半ばぐらいの男性は「なんで９条を守るんですか？誰が憲法を変えようとしているんですか？」と聞いてきました。そこで「自民党など改憲派が、アメリカの要請に応えて自衛隊が武器を持って海外へ出ていくために９条が邪魔になっているんです」と話すと「憲法を変えるなんてバカですね」と言って署名をしていきました。

■中学生との対話

中学生の２人連れがビラを受け取ったので、署名をするように勧めると、「私たち未成年でもいいんですか？」と言うので、「戦争になれば犠牲になるのは、女性や若い人たちが多いのですよ。９条守って戦争に反対する人なら中学生でもいいんですよ」と訴えましたが、もじもじしていて、結果的には署名せずに立ち去りました。後ろ姿を追いながら「関心を持ってくれればいいなあ」と。

■ビラを捨てた男子高校生

数人の男子高校生の一団がビラを受け取り、信号待ちの間にビラを抜き取って路上に捨てました。それを目撃した私は「ティッシュだけポケットに入れて肝心なものを捨てて」と、情けなく思いましたが、他人に踏まれればゴミになってしまうので数歩歩いて拾いに行きました。すると信号待ちをしていた一人の学生が私の拾ったことに気が付き手を差し出して２枚のビラを受取って信号を渡っていきました。それを見て「拾ってムダではなかった」と安堵すると共に、彼らが読んでくれることを願いました。

この日、配布したビラとティッシュは８００個、署名は１６筆でした。

◆ 大阪 情勢の新たな発展を確信して

～武力行使恒久法を許さない大闘争へ～
第４２回大阪憲法会総会でたたかいの方針を決定

7月11日（金）、第42回大阪憲法会議総会が大阪グリーン会館で開催され、2７団体、51名が参加しました。

今次総会では、名古屋高裁判決をかちとった原告団の中心的役割を担われた田巻紘子弁護士が記念講演を行いました（右記に要旨）。

筆保勝事務局長は、０７年度活動の総括として、府民過半数世論の結集へ向け、「九条の会」づくりと共同センターづくりを推進してきたこと。その結果、憲法を守るとともに憲法を生かす運動へと府民的共同がひろがっていることを報告。宣伝・署名に列をなす中高生、青年など、今後の憲法闘争の明るい展望も示しました。

０８年度の活動方針として、くらしや福祉、教育などあらゆる分野で憲法を生かす取り組みを発展させ、それを「9条守れ、憲法守れ」の運動に合流させることを基本の構えとし、現在府下６６４の「9条の会」をもうひと桁増やす。学習、宣伝をすすめつつ、府民過半数署名の実現めざし、すべての団体・地域が今年末までに5割をこえるようにする。

９月１０日の「秋のたたかい出発集会」など、当面の具体的なとりくみの提案もなされ、決算報告（０７年度）予算案（08年度）、役員体制とともに承認されました。討論では７名が活動報告しました。

■西淀川　署名ローラー作戦　200軒で156筆
６月２８日、佃中学校区と歌島中学校区でとりくまれた署名ローラーは、新しい参加者４名が生まれ、元気いっぱいの取り組みになりました。後期高齢者医療の署名にあわせて取り組んだところでは、「姥捨て山といわれて、いま問題の法案」というとすぐに署名してくれました。留守番していた高校生の男子も署名に応じてくれるなど、２００軒をこえる方と対話し、１５６人の署名を集めることができました。

◆ 長崎 「五島９条の会」が初の街頭宣伝
「五島９条の会」は6 月15 日、「子どもたちのため、五島の海から島々から、『戦争反対』『9 条を守ろう』」と市民に賛同を呼びかけました。時折風雨に見舞われたこの日、五島市郊外の大型ショッピングセンター前での行動は、「五島９条の会」結成後初めての行動とあって参加者も少々緊張気味。それでも元気に「五島9 条の会です、憲法9 条を守りましょう」と声をかけながらチラシを配りました。顔見知りの人も多く、「これは一番大事なことですよね」「五島にもできたんですか」と話しかけてくる人も。多くの人が気持ちよくニコニコ顔でチラシを受け取っていました。
午後は商店街でのハンドマイクからの呼びかけに、近くの商店主や買い物中の市民、通りかかった高校生らが気持ちよく署名に応じていました。「憲法9 条は絶対必要。この店でも集めますから用紙をください」と申し出る人もいました。
この行動には、憲法改悪阻止県共同センターも参加しました。
■中尾市長は「原爆ノー、戦争ノーの立場です」
翌16 日には、「五島9 条の会」の平山泰雄世話人代表ら３人が同市の中尾郁子市長を訪問。同会を結成した経緯をのべるとともに、「改憲の動きが強まり、平和への危機を感じる」「国会や政府に向けて、憲法9 条を守るべく平和の発信を」と要請しました。同市長は、「原爆ノー、戦争ノーの立場です」と応えました。

　短信･ホットライン　　
■ 共同センターのHPが面白い情報満載
◆自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件の名古屋高裁違憲判決(全文)を「憲法をめぐる主な動き」に掲載
　判決は、航空自衛隊の給油活動が、現時点においてもイラク特措法および憲法9条1項に違反することを具体的かつ綿密に検討して違憲性・違法性を明確に認定していること、憲法前文の平和的生存権について、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその共有を可能ならしめる基底的権利であるとし、具体的権利性があると指摘していることなど、画期的・歴史的な判決となっています。
　

◆講演録 「イラク派兵違憲4.17名古屋高裁判決の意義」 (小林武・愛知大学教授)
小林武・愛知大学教授が、5月27日に開らかれた「自衛隊海外派兵と武力行使のための『恒久法』提出阻止をめざす各界懇談会」(安保破棄中央実行委員会と憲法会議の呼びかけ)で行った講演を憲法改悪反対共同センターのＨＰ「憲法を知ろう」へ一挙掲載しました。
◆明治大学教授・山田朗さんの講演録　「名古屋高裁イラク派兵違憲判決の意義」
 明治大学教授・山田朗さんが、６月１３日（金）の「映画人九条の会」の集いでおこなっ
た講演録を「憲法を知ろう」の「講演・論文」に掲載しました。
山田教授は、イラク派兵取り消し訴訟の名古屋高裁での最後の証言を1月31日におこな
い、違憲判決を勝ち取る上で大きな役割を発揮しました。その証言要旨も資料として添付し
ました。
◆自由法曹団が「自衛隊海外派兵恒久法に反対する意見書」を発表
自由法曹団が「自衛隊海外派兵恒久法に反対する意見書」を7月1日に発表し、政府・マ
スコミなど関係方面へ送付しました。意見書の全文を「憲法をめぐる主な動き」に掲載し
ましたので、意見書では、自衛隊海外派兵恒久法の検討内容・狙い・背景などについて全
面的かつ分析的に解明しており、今日において最適のテキストともなっています。
◆「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を一挙掲載
安倍前首相の肝いりで設置されていた「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が、6月24日「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書をまとめ福田首相へ提出しました。その全文を「憲法をめぐる主な動き」に掲載しました。
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